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要旨 

 本論文は、公共交通機関が利用しづらい（または利用できない）地方都市において、自

動車を利用することができず移動に困難を生じている移動制約者に対する、有効な交通サ

ービスとは何かを考えていくものである。 

 第一章では、まず第一節で移動制約者の生じた背景を理解するために、地方都市が車社

会へと移行した経緯を自動車の普及と公共交通機関の衰退という点から整理し、同時に

人々が交通手段として自動車を選択するようになっていったことを示した。続いて第二節

には移動制約者が交通手段がないことで実際にどのような困難を抱えているのかを記述し、

第三節で公共交通の意義にふれた。 

 第二章では移動制約者に対する交通サービスとしての自家用有償旅客運送等に注目し、

その内容や、普及・促進を図る動向について説明した。 

 第三章からは実際に地方都市で行われている交通サービスの事例を通して、自家用有償

旅客運送等の地域における有効性を検討していく。まず大分県宇佐市のコミュニティバス

事業をとりあげ、行政主体の交通サービスの限界を指摘する。 

 第四章では、第三章を踏まえて住民主体の交通サービスに注目し、山口県油谷角山地区

の事例を通してその成立要因や課題を示す。 

 最後に第五章で、大分県宇佐市で住民主体のサービスを導入する上での課題をあげ、本

論文をしめくくった。 
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